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公益財団法人 福岡県暴力追放運動推進センター 

Ⅰ 法人の概要（平成 26 年 4 月 1日現在） 

 １ 所 在 地    福岡市博多区吉塚本町 13 番 50 号 

 ２ 設 立 年 月 日    平成 4年 2月 17 日 

 ３ 代 表 者    理事長  本田 正寛 

 ４ 基 本 財 産    1,860,000 千円 

 ５ 北九州市の出捐金    78,000 千円（出捐の割合 4.6％） 

 ６ 役 職 員 数 

 
人    数 

合 計 うち本市からの派遣 うち本市退職者 うちその他 

役 員 12 人 0 人 0 人 12 人 

 
常 勤  1 人 0 人 0 人  1 人 

非常勤 11 人 0 人 0 人 11 人 

職 員  5 人 0 人 0 人  5 人 

 

 

Ⅱ 平成 25 年度事業実績 

 １ 概要 

   福岡県暴力追放運動推進センターでは、警察、県弁護士会民事介入暴力対策委員会、企業、地域住

民等との連携を一層強化し、スクラムを組んで暴排活動に取り組んだ結果かつてない暴排気運の高ま

りを見せていることから、この気運を持続させ「安全で住みよい福岡県の実現」を目指した。 

 ２ 事業活動の推進状況 

  ⑴ 広報活動 

   ア テレビＣＭの放映 

     「民」による暴排事業を行う団体として「暴追センター」が存在すること及び暴追センターの

新規事業である改正暴対法に基づく「暴力団組事務所使用差止訴訟」を広報するため、テレビ特

有の情報伝達機能に着目しテレビＣＭの放映を行った。 

   イ 各暴力追放大会等の開催と暴追センター職員の派遣等 

     北九州市において、県知事、福岡県議会警察委員長等をはじめ県民約 1,200 人参加による「第

22 回暴力追放福岡県民大会」を開催し、県民の暴排意識高揚を図った。また、県内各自治体や企

業等が主催する暴追大会や暴排研修会等は、約 90 回開催され、職員の派遣、暴排関連の啓発資料

等を提供・貸与するなど積極的に支援を行った。 

   ウ 暴排活動功労者（団体・個人）に対する表彰 

     暴力追放福岡県民大会において、地域及び職域における暴排活動に功労があった 3団体 3個人

に対し、理事長表彰を行った。また、暴力追放に関する広報用ポスターコンクールの最優秀者及

び優秀者 6名に対し、同様に理事長表彰を行った。 

   エ 賛助会への加入促進 

     県民の暴排気運を醸成するため、あらゆる機会を利用して賛助会員への加入促進を図った。 
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  ⑵ 暴排組織に対する援助活動 

    市町村及び民間暴追組織が主催した暴排関連行事や暴力団排除責任者講習などの実施に際し、セ

ンター職員を派遣したり資器材の貸与など各種援助活動を実施した。 

    また、地域住民の暴排活動に対する援助活動を実施した。粘り強い地域住民の組事務所撤去活動

により組事務所を撤去させた。 

  ⑶ 暴力追放相談活動 

    日常の相談活動および、警察、弁護士会との共済による「暴力団被害集中相談日」を年 2回 4 地

区で開催し、また、毎月 2回「民暴特別相談日」を開設し、約 1,030 件の相談を受けた。 

  ⑷ 少年対策 

    県警と連携し、少年に対する暴力団の影響を排除するための広報啓発資料「少年非行防止と立ち

直り支援」を作成し関係機関や中高生に配布するなど少年を取り巻く有害環境の浄化に努めた。ま

た、いわゆる「暴排先生」による県下全中高生を対象とした暴力団の悪質有害性についての指導を

努めた。 

  ⑸ 離脱・就労援助活動 

    暴力団員からの離脱相談を 9件受けた。また、離脱した組員 2名に対し、離脱援助費を支給した。 

  ⑹ 不当要求防止責任者に対する講習の実施 

    県公安委員会からの委託事業である「不当要求防止責任者講習」を 28 回実施し、計 1,847 名が受

講した。 

  ⑺ 被害者救援活動 

    平成 25 年度は、暴力団からの被害に関する被害者救援活動の要請はなかった。 

  ⑻ 調査研究活動 

    警察庁、日弁連民暴対策委員会、全国暴力追放運動推進センター等が作成した、暴排関係図書や

ＤＶＤ等をはじめ、新聞、月刊誌、週刊誌等の中から、講習会や研修会等における広報活動に有益

な資料を調査し、必要に応じてこれを購入して、賛助会員や自治体・企業等に配布するとともに各

種講演会・講演会等で活用した。 

 

 



－ 70 － 

Ⅲ 平成 25 年度決算 

 １ 貸 借 対 照 表（総括表） 

 平成 26 年 3 月 31 日現在（単位：円） 

科    目 当 年 度 前 年 度 増   減 

Ⅰ 資産の部 

 1 流 動 資 産 

     現 金 預 金 

     未 収 金 

     立 替 金 

   流 動 資 産 合 計 

 2 固 定 資 産 

  ⑴ 基 本 財 産 

     基 本 財 産 積 立 預 金 

     基 本 財 産 有 価 証 券 

     基 本 財 産 合 計 

  ⑵ 特 定 資 産 

     差 止 請 求 関 係 資 産 

     被 害 者 救 援 貸 付 資 産 

     資 産 安 定 積 立 預 金 

    特 定 資 産 合 計 

  ⑶ その他固定資産 

     建 物 付 属 設 備 

     什 器 備 品 

     電 話 加 入 権 

    そ の 他 固 定 資 産 合 計 

   固 定 資 産 合 計 

  資 産 合 計 

25,766,822

148,285

0

25,915,107

1,685

1,757,000,332

1,757,002,017

5,000,000

18,000,000

59,348,120

82,348,120

275,422

257,938

146,000

679,360

1,840,029,497

1,865,944,604

 

 

12,290,912 

148,285 

25,750 

12,464,947 

 

 

1,685 

1,701,566,631 

1,701,568,316 

 

0 

18,000,000 

59,348,120 

77,348,120 

 

275,422 

329,002 

146,000 

750,424 

1,779,666,860 

1,792,131,807 

13,475,910

0

▲25,750

13,450,160

0

55,433,701

55,433,701

5,000,000

0

0

5,000,000

0

▲71,064

0

▲71,064

60,362,637

73,812,797

Ⅱ 負債の部 

 1 流 動 負 債 

     未 払 金 

     預 り 金 

   流 動 負 債 合 計 

  負 債 合 計 

5,250,995

395,558

5,646,553

5,646,553

 

 

646,093 

353,686 

999,779 

999,779 

4,604,902

41,872

4,646,774

4,646,774

Ⅲ 正味財産の部 

 1 指 定 正 味 財 産 

   指 定 正 味 財 産 合 計 

   （ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ） 

 2 一 般 正 味 財 産 

   （ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ） 

   （ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ） 

  正 味 財 産 合 計 

 

 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 

1,543,348,240

1,543,348,240

316,949,811

213,653,777

82,348,120

1,860,298,051

1,865,944,604

 

 

1,543,348,240 

1,543,348,240 

247,783,788 

158,220,076 

77,348,120 

1,791,132,028 

 

1,792,131,807 

0

0

69,166,023

55,433,701

5,000,000

69,166,023

73,812,797
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 ２ 正味財産増減計算書（総括表） 

 自 平成 25 年 4 月 1 日 

 至 平成 26 年 3 月 31 日（単位：円） 

科    目 当 年 度 前 年 度 増   減 

Ⅰ 一般正味財産増減の部 
 1 経常増減の部 
  ⑴ 経 常 収 益 
     基 本 財 産 運 用 益 
      基 本 財 産 受 取 利 息 
     特 定 資 産 運 用 益 
      特 定 資 産 受 取 利 息 
     受 取 補 助 金 等 
      受 取 県 補 助 金 
      受 取 市 町 村 補 助 金 等 
      受取公営競技場助成金等 
      県返納金 
     受 取 賛 助 金 ・ 寄 付 金 等 
      受 取 賛 助 会 費 
      受 取 寄 付 金 
     受 託 事 業 収 益 
      暴排責任者講習受託収益 
     受 取 広 報 活 動 費 分 担 金 
      受取県民大会開催分担金 
     雑 収 益 
      受 取 利 息 
    経 常 収 益 計 
  ⑵ 経 常 費 用 
     事 業 費 
      役 員 報 酬 
      給 料 手 当 
      会 議 費 
      旅 費 交 通 費 
      通 信 運 搬 費 
      備 品 消 耗 品 費 
      印 刷 製 本 費 
      燃 料 費 
      賃 借 料 
      リ ー ス 料 
      諸 謝 金 
      支 払 助 成 金 
      委 託 金 
      報 酬 費 
      広 報 資 料 購 入 費 
      雑 費 
     管 理 費 
      役 員 報 酬 
      給 料 手 当 
      全 国 防 犯 協 会 連 合 会 費 
      会 議 費 
      旅 費 交 通 費 
      通 信 運 搬 費 
      印 刷 製 本 費 
      賃 借 料 
      諸 謝 金 
      渉 外 費 
      需 用 費 

54,557,126
54,557,126

25,000
25,000

6,558,000
8,000,000
3,258,000
300,000

▲5,000,000
16,754,160
16,254,160

500,000
2,075,987
2,075,987
800,000
800,000
9,130
9,130

80,779,403

45,556,671
2,735,403
17,863,030

586,155
510,551

2,726,360
42,115

3,147,195
169,298
110,000
585,900
555,685
640,780

1,300,000
1,260,000
12,960,062

364,137
21,490,410
6,355,374
10,924,869

183,000
91,920
462,600
260,180
145,950
795,023
617,500
17,000

1,330,848

 
 
 

43,377,840 
43,377,840 

25,177 
25,177 

6,560,000 
3,000,000 
3,260,000 
300,000 

0 
16,514,475 
16,014,475 

500,000 
2,075,988 
2,075,988 
640,000 
640,000 
13,040 
13,040 

69,206,520 
 

46,193,093 
2,731,109 
17,810,246 
1,151,487 
592,550 

2,752,449 
686,828 

4,443,660 
138,655 
110,000 
651,000 
755,555 
498,920 

1,498,822 
1,260,000 
10,793,836 

317,976 
20,045,763 
6,345,354 
9,329,263 
183,000 
118,000 
406,520 
264,856 
145,950 
882,595 
617,500 
29,295 

1,390,393 

11,179,286
11,179,286

▲177
▲177

▲2,000
5,000,000
▲2,000

0
▲5,000,000

239,685
239,685

0
▲1
▲1

160,000
160,000
▲3,910
▲3,910

11,572,883

▲636,422
4,294

52,784
▲565,332
▲81,999
▲26,089

▲644,713
▲1,296,465

30,643
0

▲65,100
▲199,870
141,860

▲198,822
▲90,000

2,166,226
46,161

1,444,647
10,020

1,595,606
0

▲26,080
56,080
▲4,676

0
▲87,572

0
▲12,295
▲59,545
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      雑 費 
      減 価 償 却 費 
    経 常 費 用 計 
     評価損益等調整前当期経常増減額 
      基 本 財 産 評 価 益 
      基 本 財 産 評 価 損 

 評 価 損 益 等 計 
     当 期 経 常 増 減 額 
 2 経常外増減の部 
  ⑴ 経 常 外 収 益 
    経 常 外 収 益 計 
  ⑵ 経 常 外 費 用 
    経 常 外 費 用 計 

 当 期 経 常 外 増 減 額 
     当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 
     一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 
     一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 
Ⅱ 指定正味財産増減の部 
   当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 
   指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 
   指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 
Ⅲ 正味財産期末残高 

235,082
71,064

67,047,081
13,732,322
73,225,223
17,791,552
55,433,701
69,166,023

0

0
0

69,166,023
247,783,788
316,949,811

0
1,543,348,240
1,543,348,240
1,860,298,051

261,973 
71,064 

66,238,856 
2,967,664 

109,804,302 
9,138,300 

100,666,002 
103,633,666 

 
 
0 
 
0 
0 

103,633,666 
144,150,122 
247,783,788 

 
0 

1,543,348,240 
1,543,348,240 
1,791,132,028 

▲26,891
0

808,225
10,764,658

▲36,579,079
8,653,222

▲45,232,301
▲34,467,643

0

0
0

▲34,467,643
103,633,666
69,166,023

0
0
0

69,166,023

 

 

Ⅳ 平成 26 年度事業計画 

 １ 福岡県暴力追放運動推進センターでは、平成 26 年度も、警察、民暴委員会（弁護士）とスクラムを

一層強化するとともに、かってない暴排気運の高まりを持続させ、「安全で住みよい福岡県の実現」に

結びつけたいと覚悟を新たにしているところである。 

 ２ 事業活動 

  ⑴ 広報活動 

  ⑵ 少年指導 

  ⑶ 調査研究 

  ⑷ 監視活動 

  ⑸ 相談活動 

  ⑹ 少年対策 

  ⑺ 離脱者援助 

  ⑻ 暴力団事務所使用差止関係業務（代理訴訟） 

  ⑼ 暴力団排除組織に対する援助活動 

  ⑽ 暴排責任者に対する講習 

  ⑾ 不当要求情報管理機関援助事業 

  ⑿ 被害者救援活動 
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Ⅴ 平成 26 年度予算 

 １ 収 支 予 算 書 

 自 平成 26 年 4 月 1 日 

 至 平成 27 年 3 月 31 日（単位：千円） 

科    目 予 算 額 前年度予算額 増   減 

Ⅰ 一般正味財産増減の部 
 1 経常増減の部 
  ⑴ 経 常 収 益 
     基 本 財 産 運 用 益 
      基 本 財 産 受 取 利 息 
     特 定 資 産 運 用 益 
      特定資産受取利息 
     受 取 補 助 金 等 
      受 取 県 補 助 金 
      受 取 市 町 村 補 助 金 等 
      受 取 公 営 競 技 場 補 助 金 
     受 取 賛 助 金 ・ 寄 付 金 等 
      受 取 賛 助 会 費 
     受 託 事 業 収 益 
      暴排責任者講習受託収益 
     受 取 広 報 活 動 費 分 担 金 
      受取県民大会開催分担金 
    経 常 収 益 計 
  ⑵ 経 常 費 用 
     事 業 費 
      役 員 報 酬 
      給 料 手 当 
      会 議 費 
      旅 費 交 通 費 
      通 信 運 搬 費 
      備 品 消 耗 品 費 
      印 刷 製 本 費 
      燃 料 費 
      賃 借 料 
      リ ー ス 料 
      諸 謝 金 
      使 用 差 止 請 求 関 係 費 

支 払 助 成 金 
      委 託 金 
      報 酬 費 
      広 報 資 料 購 入 費 
      雑 費 
    経 常 費 用 計 
     評価損益等調整前当期経常増減額 
     評 価 損 益 等 計 
     当 期 経 常 増 減 額 
 2 経常外増減の部 
  ⑴ 経 常 外 収 益 
     経 常 外 収 益 計 
  ⑵ 経 常 外 費 用 
     経 常 外 費 用 計 
      当 期 経 常 外 増 減 額 
      当期一般正味財産増減額 
      一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 
      一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 
Ⅱ 指定正味財産増減の部 
      当期指定正味財産増減額 
      指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 
      指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 
Ⅲ 正味財産期末残高 

14,993,500
14,993,500

25,000
25,000

11,430,000
8,000,000
3,130,000
300,000

15,000,000
15,000,000
2,076,000
2,076,000
600,000
600,000

44,124,500

47,037,000
2,740,000
18,140,000
1,300,000
1,040,000
2,250,000
100,000

2,866,000
200,000
110,000
800,000
600,000

5,000,000
3,130,000
1,500,000
1,260,000
5,594,000
407,000

47,037,000
▲2,912,500

0
▲2,912,500

0

0
0

▲2,912,500
0

▲2,912,500

0
0
0

▲2,912,500

 
 
 

24,219,575 
24,219,575 

25,000 
25,000 

11,528,000 
8,000,000 
3,228,000 
300,000 

15,000,000 
15,000,000 
2,076,000 
2,076,000 
800,000 
800,000 

53,648,575 
 

65,887,000 
2,740,000 
18,110,000 
1,200,000 
1,040,000 
2,984,000 
620,000 

4,166,000 
187,000 
110,000 
927,000 
900,000 

5,000,000 
3,130,000 
1,600,000 
1,260,000 
21,490,000 

423,000 
65,887,000 

▲12,238,425 
0 

▲12,238,425 
 
 
0 
 
0 
0 

▲12,238,425 
110,000,000 
97,761,575 

 
0 

771,674,120 
771,674,120 
869,435,695 

▲9,226,075
▲9,226,075

0
0

▲98,000
0

▲98,000
0
0
0
0
0

▲200,000
▲200,000

▲9,524,075

▲18,850,000
0

30,000
100,000

0
▲734,000
▲520,000

▲1,300,000
13,000

0
▲127,000
▲300,000

0
0

▲100,000
0

▲15,896,000
▲16,000

▲18,850,000
9,325,925

0
9,325,925

0

0
0

9,325,925
▲110,000,000
▲100,674,075

0
▲771,674,120
▲771,674,120
▲872,348,195
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Ⅵ 役 員 名 簿 

平成 26 年 5 月現在 

役 職 名 氏    名 備    考 

名 誉 会 長 小 川  洋 福岡県知事 

理 事 長 本 田 正 寛 （株）西日本シティ銀行会長 

専 務 理 事 岩 田 幸 成 （公財）福岡県暴力追放運動推進センター専務理事 

理 事 北 里  厚 （公社）福岡県宅地建物取引業協会会長 

〃 持 地 俊 勝 （公社）福岡県少年警察ボランティア協会会長 

〃 岩 崎 成 敏 （一社）福岡県建設業協会会長 

〃 松 山 重 喜 （一財）福岡県交通安全協会常務理事 

〃 清 武 道 秀 （一社）福岡県警備業務協会専務理事 

〃 柴 尾 美 敏 （公社）福岡県トラック協会常務理事 

〃 木 脇  淳 （一社）生命保険協会（福岡・北九州協会）事務局長 

〃 都 市 清 廣 福岡市暴力追放相談センター所長 

〃 加 藤 賢 次 北九州市暴力追放推進会議事務局長 

監 事 三 角  祐 （一社）福岡銀行協会常務理事 

〃 堤  澄 行 北九州市総務企画局監察官 
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